（様式４－７）

「○○（個別課題名）」に係る権利化等方針

１．代表機関名及び研究開発責任者名
　　
　　△△研究所
　　○○領域長　○○　○○

２．研究参画機関名
　　▲▲県農業試験場
　　（株）■■

３．研究予定期間
　　令和○○年度～○○年度（予定されている全研究実施期間を記載すること）

４．研究成果の知的財産としての取扱いに関する基本方針
	以下について記載すること。
①　当該研究課題において開発される予定の主な技術等（技術、品種、装置、機械、物質、素材、プログラム、データベース等）
②　①で開発される予定の主な技術等について、知的財産としての取扱いに関する基本的な方針
③　②を踏まえた普及・実用化（基礎研究の場合は、発展、実用化研究へ発展）への道筋




５．各小課題における権利化等の方針
	小課題名
	担当研究機関名
	想定される研究成果及び知的財産としての取扱い

	
	
	研究成果の概要
	創出
年度
	知的財産としての取扱い
	知的財産としての活用方針

	１．AI と水理モデルの融合による水路等の広域監視技術の開発
	△△研究所
▲▲県農業試験場
	□□を検知するAI モジュールの開発
	○○
	特許出願を検討する。
プログラムは秘匿化する。
	技術を利用しようとする企業等への積極
的な利用許諾を図る。

	
	
	◆◆データから浸水範囲、浸
水継続時間等を提示する〇〇データベース
	○○
	解析モデルは公表するが、プ
ログラムは秘匿化する。
	解析モデルについては、権利化せず公知化
（論文として公表）

	２．大規模地震時地すべり危険度評価システムの構築
	△△研究所
（株）■■
	▼▼を用いたデータ抽出手順の提示
	○○
	権利化せずに公知化
　論文公表者：△△研究所
　　　　　　（株）■■
	データを論文として公表する。
マニュアルとして公表する

	
	
	●●における地すべりリスクの診断手法の開発
	○○
	ノウハウとして秘匿（5年間）
　保有者：△△研究所
　　　　　▲▲県
	共同研究先に対しては、秘密保持契約を締結した上で許諾（開示）する。
5年後にあらためて秘匿化を継続化するかを再検討する。秘匿化の必要性のない場合は、マニュアルとして公知化する。

	
	
	○○の劣化にかかる新たな探査技術
	○○
	特許権（日本）
権利者：△△研究所
　　　　（株）■■
	（株）■■において実用化する。

	３．埋設管の漏水の高精度ロボット探査・情報の共有技術の開発
	△△研究所
	○○等の施設を対象とした漏水調査技術を提案
	○○
	特許権（日本）
権利者：△△研究所
	マニュアルとして公表する。

	
	
	●●共有システムの開発


	○○
	システムは公表するが、内部プログラムは秘匿化する。
	事業化に結び付けることが可能であれ
ば、活用を目指す。


※１　小課題名、担当研究機関名、研究成果の概要及び創出年度については、研究予定期間中に実施する全ての小課題に係る内容を記載すること。
※２　知的財産の取扱い及び活用方針については、少なくとも委託契約年度において得られる成果については記載すること（例えば、委託契約年度に得られる成果の知的財産の取扱い及び活用方針は必ず記載し、委託契約年度の翌年度以降の研究成果については、委託契約年度時点で既に明確な方針があれば記載する。）。
